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兵庫県告示第1330号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医

療を担当させる機関を次のとおり指定した。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指定医療機関 

名 称 所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション創謙 芦屋市大原町２―６―204 令和４年８月１日 

訪問看護ステーションよつば 伊丹市森本２―146―101 インペリアル高山  同 年９月１日 

 
  

兵庫県公報 
発 

  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和４年11月15日 火曜日  第 363 号 
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サエラ薬局宝塚店 宝塚市仁川北２―５―１ さらら仁川北館１―118  同 年10月１日 

みなとクリニック宝塚 同 市安倉南１―17―25 シャンリーブル宝塚３階  同 年８月１日 

川西市立総合医療センター 川西市火打１―４―１  同 年９月１日 

医療法人セントスミスクリニック 同 市火打１―７―13 ベストハウスキセラ５階 同 

みどり薬局川西店 同 市火打１―７―13 同 

ウエルシア薬局三田弥生が丘店 三田市弥生が丘１―２―２ 同 

やまなか訪問看護ステーション 加古郡稲美町加古1222―61  同 年10月１日 

ソラーレクリニック太子 揖保郡太子町矢田部90―１ 同 

 

 

兵庫県告示第1331号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、

次の指定医療機関から廃止の届出があった。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

訪問看護ステーションsorato伊丹 伊丹市桜ケ丘７―１―10 ハイツ桜が丘Ⅱ102号 

三池歯科医院 同 市池尻１―12 昆陽グリーンバザール１階 

よこやま眼科クリニック 加古川市西神吉町岸字溝尻100―11 

医療法人三咲会ハローデンタルクリニック 三木市緑が丘町東２―１―３―２Ｆ―202号 

あかしあ訪問看護ステーション 三田市あかしあ台１―17―８ 

  

 

兵庫県告示第1332号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、次の指定医療機関から辞退の届出があった。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

辞退の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

藤本整形外科 芦屋市大桝町４―14 

 

 

兵庫県告示第1333号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定

により、居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防
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支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 指定年月日 

老人保健施設ハイマー

ト 

相生市若狭野町若狭野

235―24 

社会福祉法人みどり福

祉会 

相生市若狭野町雨内字

芋谷800―141 
令和４年６月１日 

 

 

兵庫県告示第1334号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定介護機関から名称等の変更及び廃止の届出があった。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 変更内容 

ぶどうの木 伊丹市荒牧２―７―８ ブレス企画合同会社 伊丹市荒牧２―７―８ 所在地 

ぶどうの木居宅介護支

援事業所 
同  上 同  上 同  上 同  上 

城の宮デイサービスセ

ンター 

加古郡播磨町野添城３

―５―23 
有限会社ルーカス 

加古川市平岡町高畑20

―１ 
同  上 

有限会社ルーカス 同  上 同  上 同  上 同  上 

居宅介護支援事業所ふ

くさき 

神崎郡福崎町南田原

1933―１ 

株式会社栁田建築研究

所 

神崎郡福崎町東田原

1879 
同  上 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

介護老人保健施設ケアヴィ

ラ伊丹 
伊丹市大野１―３―２ 医療法人尚和会 宝塚市向月町19―５ 

フロンティア薬局昆陽池店 伊丹市昆陽池１―79―１ 株式会社フロンティア 
大阪市淀川区宮原３―５―

36 

医療法人内海慈仁会姫路北

病院 

神崎郡福崎町南田原1134―

２ 
医療法人内海慈仁会 

神崎郡福崎町南田原1134―

２ 

 

 

兵庫県告示第1335号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、施術を担当させる機関を次のとおり指定した。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指定施術機関 
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施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日 

古 橋 智 則 とも芦屋接骨院 芦屋市宮塚町５―８ ストラッセ芦屋１Ｆ 令和４年９月１日 

山 根 裕 介 鍼灸接骨院SAKURAIRO 大阪府大阪市東淀川区小松５―７―30 同  月13日 

荻 野 誠 司 訪問マッサージ安寿楽 伊丹市堀池３―６―６―２ 令和４年10月４日 

江 富 紀 明 
株式会社エヌプラスケアなる

鍼灸治療院 
三田市南が丘１―38―７   同  月７日 

芝   康 明 同上 同上 同 

瀬 戸 山 聖 同上 同上 同 

 

 

兵庫県告示第1336号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第30号）第14条第４項の規定により、次の指定施術機関から廃止の届出があった。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

廃止の届出があった指定施術機関 

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 

中 原 亜祐子 なる鍼灸治療院 三田市すずかけ台２―32―４ 

 

 

兵庫県告示第1337号 

 養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第７条第１項の規定により、ふ化業者として次のとおり登録した。 

  令和4年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

登録番号 登録年月日 名称及び住所 ふ化場の名称及びその所在地 

４兵第１号 令和４年11月５日 
株式会社オーエヌポートリー 

朝来市和田山町法道寺１番地の３ 

株式会社オーエヌポートリー 

朝来市和田山町法道寺１番地の３ 

 

 

兵庫県告示第1338号 

 平成19年兵庫県告示第733号（化学的酸素要求量に係る総量規制基準）の一部を次のように改正する。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 適用する地域の項中「瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。）

第５条第１項に規定する兵庫県の区域」を「水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号。以下「施行令」

という。）別表第２第３号ハに掲げる区域」に改める。 

 ３の表１の項中「特別措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号。以下「特別措置

法」という。）」に改める。 

 同表の備考中「特別措置法第５条第１項」を「施行令別表第２第３号ハ」に改める。 
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兵庫県告示第1339号 

 都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第１項の規定により、三田駅前Ｃブロック地区市街地再開発組

合の事業計画の変更について認可した。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 組合の名称 

  三田駅前Ｃブロック地区市街地再開発組合 

２ 事業施行期間 

  令和３年11月から令和９年８月まで 

３ 施行地区 

三田市駅前町435番、441番１、441番２、443番、443番１、445番、445番１、445番２、445番３、451番

１、451番２、452番１、453番１、454番１、454番３、454番４、454番５、454番６、454番７、454番８、

454番９、454番10、454番11、454番12、454番13、454番14、455番１、455番２、455番３、455番４、455番

５、456番１、464番１、464番２、464番３、464番４、464番５、465番、466番、467番１、467番２、467番

３、467番４、467番５、467番６、467番７、467番８、467番９、469番１、470番１、470番２、470番３、

470番４、471番２、471番３、471番５、471番６、471番７、479番、480番、480番１、481番１、481番２、

481番３、481番４、481番５、481番６、481番７、481番８、481番９、481番10、481番11、481番12、481番

13、483番２、483番３、483番４、483番５、485番１、485番２、485番３、485番４、486番１、486番２、

487番１、487番２、487番３、487番４、487番５、487番６、487番７、487番８、487番９、487番10、487番

11、487番12、488番２、489番１、490番１、490番２、490番３、490番４、490番５、490番６、491番１、

491番２、491番３、491番４、491番５、491番６、491番７、491番８、491番９、491番10、491番11、491番

12、492番１、492番２、492番３並びに492番４の全部及び434番、435番１、436番２、452番２、453番２、

454番15、454番16、456番２、456番４並びに499番２の一部 

４ 事務所の所在地 

  三田市駅前町８番３号 

５ 組合設立認可の年月日 

  令和３年11月15日 

６ 事業計画変更認可の年月日 

  令和４年11月10日 

 

兵庫県告示第1340号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第２項の規定により、次のとおり処分した旨阪神南県民セ

ンター長から報告があった。 

  令和４年11月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 被処分者 

 商号又は名称  株式会社アクロスホーム 

  代表者氏名  中 島 恒 之 

  事務所所在地  尼崎市武庫之荘二丁目１番８号102 

  免許証番号  兵庫県知事（1）第204421号 

  免許年月日  平成30年12月26日 

２ 処分の内容 

  令和４年11月22日から同月28日までの７日間の業務停止 

３ 業務停止の範囲 

  宅地建物取引業に関する一切の業務 

 

兵庫県告示第1341号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第27条第１項の規定により、指定貯水施設を次のとおり指定す

る。 



令和４年11月15日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 363 号 

6 

  令和４年11月15日 

東播磨県民局長 小 川 佳 宏  

１ 指定する貯水施設の所在地 

  高砂市北浜町西浜字南春日180―１ 

２ 指定する貯水施設の管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

西浜水利組合 高砂市北浜町西浜1121 芦 谷 博 務 

３ 指定する理由 

  地域の治水対策として、特に必要があると認められるため。 

 

兵庫県告示第1342号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第27条第１項の規定により、指定貯水施設を次のとおり指定す

る。 

  令和４年11月15日 

東播磨県民局長 小 川 佳 宏  

１ 指定する貯水施設の所在地 

  高砂市北浜町西浜字内田500 

２ 指定する貯水施設の管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

西浜水利組合 高砂市北浜町西浜1121 芦 谷 博 務 

３ 指定する理由 

  地域の治水対策として、特に必要があると認められるため。 

 

兵庫県告示第1343号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第27条第１項の規定により、指定貯水施設を次のとおり指定す

る。 

  令和４年11月15日 

東播磨県民局長 小 川 佳 宏  

１ 指定する貯水施設の所在地 

  高砂市阿弥陀町北山字宮ノ奥99 

２ 指定する貯水施設の管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

北山水利組合 高砂市阿弥陀町北山113―３ 駒 井 保 彦 

３ 指定する理由 

  地域の治水対策として、特に必要があると認められるため。 
 

公 告 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和４年11月15日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 加東市稲尾字小谷98番１から98番７まで 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

 加東市牧野1871番地の９ 

 株式会社玄米家 代表取締役 藤 本 武 彦 

３ 許可年月日及び許可番号 

 令和４年10月27日 

兵庫県指令北播（加土）（建）第１－１－２号（４加東） 
 

病 院 局 公 告 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和４年11月15日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗  

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 生体情報モニタリングシステム 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和５年３月31日（金） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立こども病院 

（神戸市中央区港島南町１―６―７） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341―7711 内線3450 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 
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    令和４年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日等（兵庫県の休日を定める

条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和４年12月27日（火）午前11時 兵庫県庁１号館１階Ｂ会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和４年

12月26日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和４年12月26日

（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和４年11月

29日（火）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 
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本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Biological information monitoring system, 1set 

 (3) Delivery period: 

Mar 31, 2023 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Kobe children’s hospital 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Nov 29, 2022 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Dec 25, 2022 by mail  

      11:00 Dec 26, 2022 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和４年11月15日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 セントラルモニタ 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   令和５年３月31日（金） 

 (4) 納入場所 

兵庫県立こども病院 

（神戸市中央区港島南町１―６―７） 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
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２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５―10―１ 

兵庫県病院局経営課業務班 

電話（078）341―7711 内線3450 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

    令和４年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日等（兵庫県の休日を定める

条例（平成元年兵庫県条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日）を除く。）の午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

令和４年12月27日（火）午前11時10分 兵庫県庁１号館１階Ｂ会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、令和４年

12月26日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の110）の100分の５以上の額の入札保証金を令和４年12月26日

（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を令和４年11月

29日（火）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 
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 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日まで

あること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.SUGIMURA, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Central monitoring system, 1set 

 (3) Delivery period: 

Mar 31, 2023 

 (4) Delivery place: 

Hyogo prefectural Kobe children’s hospital 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 Nov 29, 2022 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 Dec 25, 2022 by mail  

      11:10 Dec 26, 2022 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,  

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567 
TEL (078)341-7711 extension 3450 

 


